
米子市通話録音装置運用基準

１ 趣旨

この基準は、業務の公正かつ適正な執行を確保し、カスタマーハラスメント

の予防・対応、犯罪の防止及び職員への不当な圧力の排除を目的として設置す

る通話録音装置の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

２ 定義

この基準において次の⑴及び⑵に掲げる用語の意義は、当該⑴及び⑵に定め

るところによる。

⑴ 通話録音装置

電話機による通話内容を録音する装置をいう。

⑵ 録音データ

通話録音装置により録音された音声をいう。

３ 管理責任者

⑴ 通話録音装置及び録音データの適正な管理及び運用を図るため、通話録音

装置を設置する課（課に相当するものを含む。以下同じ。）ごとに、通話録

音装置及び録音データの管理責任者（以下「管理責任者」という。）を置く。

⑵ 管理責任者は、通話録音装置を設置する課の長をもって充てる。

⑶ 管理責任者は、録音データの改ざん、漏えい、滅失及び毀損の防止その他

の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

４ 通話録音装置の使用の告知

職員は、通話録音装置を使用するときは、その相手方に対して、通話内容を

録音することを告知した上で使用するものとする。ただし、録音することを告

知することにより、次に掲げるおそれがあると認められるときは、当該告知を

することなく通話録音装置を使用できるものとする。

⑴ 脅迫、恐喝等の不当要求行為その他のトラブルへ発展するおそれ

⑵ 米子市カスタマーハラスメント予防・対応マニュアルに掲げるカスタマー

ハラスメントの定義に該当するおそれ

⑶ 刑事事件又は民事訴訟へ発展するおそれ

⑷ 人の生命、身体又は財産に危険が生じるおそれ

５ 録音データの利用及び提供の制限

管理責任者は、次に掲げる場合を除き、録音データを通話録音装置の設置の



目的の範囲を超えて利用し、又は第三者に提供してはならない。

⑴ 法令又は条例の規定に基づき利用し、又は提供するとき。

⑵ 人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認め

られるとき。

⑶ 米子市情報公開・個人情報保護審査会（米子市情報公開・個人情報保護審

査会条例（平成１７年米子市条例第２４号）第１条に規定する米子市情報公

開・個人情報保護審査会をいう。）の意見を聴いた上で、公益上の必要その

他相当な理由があると認めるとき。

６ 録音データの管理

⑴ 管理責任者は、録音データが不要になったときは、これを速やかに消去し、

当該録音データを復元することができない状態にしなければならない。録音

データが記録された記録媒体を廃棄するときも、同様とする。

⑵ 職員は、次に掲げる場合を除き、録音データを複製し、又は当該録音デー

タが記録された記録媒体から録音データを出力してはならない。

① ５の⑴から⑶までのいずれかに該当するものとして、録音データの複製

又は出力が必要となったとき。

② 記録媒体のデータ容量の空きがなくなり、新たな録音データの上書き保

存によって記録媒体に保存されたデータが削除されるおそれがあるとき。

７ 記録媒体の保管

管理責任者は、録音データを記録した記録媒体について、盗難及び紛失を防

止するために必要な措置を講じなければならない。

８ 個人情報保護の遵守

⑴ 管理責任者は、この基準に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法

律（平成１５年法律第５７号）及び米子市個人情報の保護に関する法律施行

条例（令和５年米子市条例第２号）に規定する事項を遵守し、個人情報の保

護のため適切な措置を講じなければならない。

⑵ 職員は、録音データを取り扱う上で知り得た情報をみだりに他人に漏らし、

又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

９ 苦情の処理

管理責任者は、通話録音装置の運用に関する苦情を受けたときは、適切かつ

迅速な対応に努めなければならない。



１０ 通話録音装置の使用等の公表

総務部総務管財課長は、市のホームページにおいて、通話録音装置の使用目

的、運用方法等を公表するものとする。

１１ 開示請求等

管理責任者は、録音データの開示請求等があったときは、米子市情報公開条

例（平成１７年米子市条例第２２号）の規定に基づく所定の手続きを行わなけ

ればならない。

１２ 基準外事項

この基準に定めるもののほか、通話録音装置の運用に関し必要な事項は、別

に定める。

附 則

この基準は、令和８年３月１１日から施行する。


